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所沢市は持続可能な開発目標（SDGs）に取り組みます。

　身近だけど、あまり知られ
ていない民生委員の主な活動
を紹介します。

　高齢者のお宅を見守り訪問。世
間話を交えながら、お困り事がな
いか伺います。
　民生委員は守秘義務があり、相
談した方の秘密は守られます。

　普段から地域行事、サロン活動
や子ども食堂などの福祉活動にも
参加しています。多くの住民と顔
見知りになれ、民生委員活動にも
役立っています。

　地区毎に毎月開催し。行政機関
との連携・協働、生活関連情報の
共有など、住民支援の検討などを
行う場として重要な会議です。

【関係機関】
▶市役所の各部署
▶所沢市社会福祉協議会
▶地域包括支援センター
▶小中学校　　　　　　　　など

【通年の主な活動】
▶福祉全般の相談や支援活動
▶手当などの手続きに必要な調査
書の発行
▶行政機関が実施する各種事業へ
の協力 など

　民生委員・児童委員になるには、いくつかの手続きがあり
ます。ハードルが高いと思わないで、まずは活動内容や活動
地域などの話を聞いてみませんか。
　「地域の人のために活動してみたい」「福祉に関するボラン
ティアに興味がある」という方は地域福祉センターへご相談
ください。

　地域のみなさんが安心して暮らせるように、民生委員・
児童委員は活動を続けていきます。
　困ったことや悩みごとは、ひとりで悩まずに相談してみ
ませんか。
　民生委員もひとりではありません。行政や関係機関と連
携を取って、これからも地域に寄り添う活動を続けていき
ます。

　民生委員はそれぞれ担当地区を受け持っています。
地域福祉センターで担当委員をご案内しています。
　まずはお気軽にお問い合わせください。
問地域福祉センター☎ 2922-211515

　民生委員・児童委員の名をかたり、電話や訪問
で個人情報を聞き出す「なりすまし」に注意くだ
さい。
　不審な訪問を受けたら、「民生委員証」と「民
生委員バッジ」（右のページ参照）を確認してく
ださい。
　不審な電話を受けたら、個人情報は伝えず、地
域福祉センターへ連絡してください。


